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【

一

般

質

問

】

（

松

井

篤

）

Ｑ

耕

作

放

棄

地

と

倒

木

危

険

箇

所

の

対

策

は

Ａ

重

大

性

を

周

知

し

、

地

域

と

一

体

と

な

っ

た

環

境

改

善

に

努

め

る

問

耕

作

放

棄

地

に

対

す

る

苦

情

と

、

発

生

要

因

は

。

農

業

委

員

会

事

務

局

長

大

半

が

雑

草

繁

茂

に

よ

る

苦

情

で

、

毎

年

６

０

件

か

ら

８

０

件

程

度

あ

る

。

耕

作

放

棄

地

の

発

生

要

因

に

つ

い

て

は

、

耕

作

者

の

高

齢

化

や

病

気

、

後

継

者

や

耕

作

の

引

き

受

け

手

不

足

が

挙

げ

ら

れ

る

。

問

耕

作

放

棄

地

の

解

消

に

大

き

く

影

響

す

る

農

地

の

売

買

や

貸

借

の

規

制

緩

和

の

動

向

は

。

農

業

委

員

会

事

務

局

長

本

年

５

月

に

、

農

業

へ

の

新

規

参

入

が

し

易

い

よ

う

農

地

法

の

一

部
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改

正

が

行

わ

れ

、

農

地

取

得

後

の

下

限

面

積

が

廃

止

さ

れ

た

。

今

後

、

施

行

日

や

審

査

の

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

が

国

か

ら

示

さ

れ

る

の

で

、

そ

の

要

件

に

基

づ

き

的

確

に

行

っ

て

い

き

た

い

。

問

美

し

く

豊

か

な

田

園

風

景

や

里

山

の

原

風

景

を

次

世

代

に

継

承

す

る

た

め

の

耕

作

放

棄

地

の

解

消

と

活

用

対

策

は

。

産

業

観

光

部

長

農

地

や

環

境

保

全

活

動

の

支

援

に

よ

る

耕

作

放

棄

地

を

増

や

さ

な

い

対

策

、

農

地

を

貸

し

た

い

人

と

借

り

た

い

人

の

マ

ッ

チ

ン

グ

に

よ

る

減

ら

し

て

い

く

対

策

を

強

化

す

る

と

と

も

に

、

荒

廃

し

た

農

地

に

困

っ

て

い

る

方

が

多

い

現

状

や

対

応

方

法

を

し

っ

か

り

と

市

民

に

周

知

し

た

い

。
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問

倒

木

危

険

箇

所

の

対

策

は

。

産

業

観

光

部

長

個

人

の

所

有

者

に

積

極

的

な

管

理

を

促

す

こ

と

は

勿

論

、

み

ど

り

市

森

林

整

備

計

画

に

基

づ

き

地

域

住

民

と

協

働

で

整

備

を

行

う

里

山

づ

く

り

を

目

指

し

て

い

き

た

い

。

問

耕

作

放

棄

地

と

倒

木

危

険

箇

所

の

総

括

的

な

所

見

は

。

市

長

農

地

は

食

料

生

産

の

場

と

し

て

、

ま

た

、

里

山

は

環

境

保

全

に

資

す

る

場

所

と

し

て

大

変

重

要

で

あ

り

、

管

理

が

行

き

届

か

な

い

農

地

や

個

人

が

所

有

す

る

里

山

に

つ

い

て

は

、

空

き

地

・

空

き

家

問

題

に

類

似

し

て

お

り

、

社

会

的

な

課

題

で

あ

る

と

認

識

し

て

い

る

。

本

市

で

は

、

所

管

が

複

数

の

部

署

に

及

ぶ

が

、

情

報

を

共

有
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し

、

市

民

に

重

大

性

を

周

知

し

て

い

く

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

民

民

で

は

、

個

人

情

報

等

の

部

分

で

対

処

で

き

な

い

こ

と

も

考

え

ら

れ

る

が

、

令

和

５

年

４

月

か

ら

民

法

並

び

に

不

動

産

登

記

法

の

改

正

に

よ

り

、

所

有

者

不

明

土

地

の

財

産

管

理

制

度

の

創

設

、

樹

木

な

ど

の

越

境

に

対

す

る

措

置

手

続

の

簡

略

化

な

ど

問

題

解

消

や

管

理

し

易

い

法

改

整

備

が

行

わ

れ

る

。

今

後

は

改

正

さ

れ

る

内

容

を

踏

ま

え

、

地

域

と

一

体

と

な

っ

て

、

環

境

改

善

の

取

り

組

み

に

努

め

た

い

。


